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文化振興課
こども食堂文化芸術ワーク
ショップ開催業務委託

令和7年9月12日 NPO法人CASK
福岡市博多区上川端9-
35リノベーションミュージ
アム冷泉荘B45

3,535,000円

当該団体は、こども食堂における文化芸術ワークショップの実施
について豊富な知識、ネットワークを有し、県の実情に応じた本事
業の実施ができる唯一の団体であることから、契約の性質・目的
が競争入札に適さないため。（地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号該当）

文化第一係 092-643-3382

男女共同参
画推進課

自治会長への女性登用推
進に向けたアンケート調査
委託業務契約

令和7年9月11日
公益財団法人福岡県
女性財団

春日市原町３丁目１番地
の７

2,123,999円

　本事業は、地域活動における女性参画の障壁について自治会
を対象にアンケートを実施するものであり、アンケートの企画及び
結果の分析にあたっては、男女共同参画（特に地域における男女
共同参画）についての専門知識が必要となる。また、本アンケート
の実施には市町村との連携・協力が不可欠であることから、市町
村とのネットワークを有する団体に委託することで、より円滑かつ
効果的に事業を実施できることが期待される。
　公益財団法人福岡県女性財団は、男女共同参画社会の実現を
めざす活動拠点として、平成8年から男女共同参画に係る情報提
供、調査研究、相談支援、研修等を実施しており、男女共同参画
に係る専門知識と事業の実績を有している。また、地域団体との
幅広いネットワークをもち、日頃から活動支援や交流を行っている
ことから、地域における男女共同参画の現状や課題にも知見が
深い。さらに、県男女共同参画センターとして市町村とのネット
ワークを有しており、本事業においても市町村との連携による効
果的な事業実施が期待される。
　以上の理由から、本事業の実施に必要な男女共同参画の専門
知識と市町村とのネットワークを有し、効果的かつ円滑に事業を
実施できる団体は、公益財団法人福岡県女性財団のみであるこ
とから、匿名随契の相手方とするもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

参画推進係 092-643-3391

男女共同参
画推進課

令和７年度　ジェンダー平
等の視点からの防災活動
に係る市町村支援事業委
託業務契約

令和7年8月29日
公益財団法人福岡県
女性財団

春日市原町３丁目１番地
の７

1,584,000円

本事業の実施にあたっては、①県内全域で事業を実施できるこ
と、②男女共同参画に関する専門知識を有していること、③市町
村と緊密なネットワークを有し、地域の実情に沿った防災活動に
係る支援を行えること 、④公共性・公平性が確保できることが求
められる。
　これらの要件を満たすのは、公益法人としての公益性とジェン
ダー平等に関する各種事業の実績や女性団体等との幅広いネッ
トワークを県内全域で有し、かつ男女共同参画社会づくりを進め
る県民の活動拠点施設であり、ジェンダー平等に係る情報提供、
調査研究、相談支援、研修等を実施するとともに、県民の自主的
な活動及び交流の場である県男女共同参画センター事業を受託
している公益財団法人福岡県女性財団のみであることから、選定
するもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

参画推進係 092-643-3391

特命随意契約公表一覧表
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青少年育成
課

中高生向けお仕事体験動
画作成業務委託契約

令和7年9月29日
株式会社アド・パスカ
ル

福岡市中央区赤坂1丁
目16-10

5,665,500円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
本業務は、福岡県青少年育成県民会議が新たに創設する、福岡
県内で体験活動を提供する事業者と子ども（保護者）をつなぐ
ポータルサイト内に、新たに中高生の興味関心を喚起するための
動画コンテンツを掲載するものであるが、動画制作をサイト作成と
同一の業者に委託するもの。
　サイト作成業者以外の他の業者に委託すると、制作した記事や
動画をサイト公開後に更新していく際、コンテンツ制作業務の契
約終了以降の更新となるためサポートが受けられない。同じ業者
に委託することで、新ポータルサイト制作の運営業務の範囲とし
て、コンテンツの更新作業、あるいは更新に関するサポート、更新
に不備があった場合の対応なども依頼することができる。
　以上より、当該事業者への委託は、サイトと調和する動画制作
やスムーズなコンテンツ更新の面でメリットが大きく、かつアフター
サポートを間断なく実施できる唯一の事業者であることから、選定
するもの。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

育成第2係 092-643-3402

私学振興課
幼稚園・保育所等ワンヘル
ス教育推進事業業務委託

令和7年7月18日
公益社団法人福岡県
獣医師会

福岡県福岡市中央区天
神1－1－1アクロス福岡
13階

6,890,000円

　本事業は、児童生徒がワンヘルスについての理解を一層深め
るための教材作成を委託するものである。
　福岡県獣医師会は、ワンヘルスに関する専門的な知識を有して
おり、ワンヘルス教育においても、小学校低学年・高学年、中学
生、高校生のそれぞれに対応したワンヘルス教育リーフレットを県
教育委員会と協同で作成するなど、ワンヘルス教材作成のノウハ
ウ及び実績を有している。
　他の業者で上記のように専門知識を有し、かつワンヘルス教材
作成のノウハウを有する者がいないことから、福岡県獣医師会と
委託契約を締結するもの。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

幼稚園・専
修各種学校

係
092-643-3130

スポーツ振
興課

令和７年度部活動改革推
進事業（コンソーシアム運
営事業）業務委託契約

令和7年7月30日
一般社団法人FUス
ポーツコミュニティ

福岡市城南区七隈８丁
目１９－１

22,330,000円

　当該団体は、指導者養成研修会や集合型部活動を実施したノ
ウハウがあることから、令和５年度に福岡大学が実施した「中学
校部活動地域移行トライアル事業」において事務局を担った実績
がある。県内の体育・スポーツ系学部がある他大学において、そ
のような実績を有する組織はない。　本事業において、大学・企
業・総合型地域スポーツクラブ・トップスポーツチームで組織する
「福岡県アスリート人材活用コンソーシアム」の事務局として、指
導者養成や指導者派遣、ワンストップシステムの構築等を担うこ
とはできるのは、実績と専門知識、ノウハウを併せ持つ当該団体
だけである。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

地域スポー
ツ推進係

092-643-3515

アジア文化
交流セン
ター

九州国立博物館外構施
設・設備中長期保全計画
策定業務

令和7年7月1日
株式会社久米設計九
州支社

福岡市中央区天神1－2
－12

16,720,000円

当該業者は、九州国立博物館建設時に設計・監理を行った業者
であり、当館の設計図書を保有し、施設・設備に精通している。ま
た、令和８年度までの個別施設計画の策定業務の際に外構の施
設設備の保全計画策定委託を受注したのも当該業者である。よっ
て、実情に沿った形で既存計画を更新できるのは、既存計画策定
業者である当該事業者のみであるため、同業者を選定するもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

広報課 0929-9293272

2 / 3 ページ



所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

アジア文化
交流セン
ター

九州国立博物館来館者対
応等業務（特別展「きゅー
はくのたから」に伴う追加ポ
スト配置）

令和7年7月4日
テルウェル西日本株
式会社九州支店

福岡市博多区上川端町
13番8号

2,458,229円

テルウェル西日本九州支店は、通常開館時における来館者対応
等業務の委託先であり、博物館の特殊性に応じた適切な来館者
対応を行う当該契約の目的を継続的、効果的、効率的に達成す
るためには、通常開館時と同一の相手方と契約を締結することが
必要不可欠であるため、同社を選定するもの。（地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号該当）

広報課 0929-9293272

女性活躍推
進課

女性活躍のための企業人
材育成事業運営業務

令和7年7月1日
株式会社サイズラー
ニング

福岡市中央区大濠公園
2-35-901

9,238,680円

　本業務は、職層ごとの成長課題や悩みに応じたスキルとマイン
ドを学ぶ階層別の女性人材育成研修を実施することで、将来の女
性役員登用につながる管理職層の人材を厚くするとともに、経営
層や管理職の理解促進を図ることで、女性が希望に応じたキャリ
ア形成を実現できる環境づくりを進めることを目的としている。
　事業実施にあたっては、企業における階層別の人材育成や女
性のキャリア形成等について十分な知識と経験を有し、研修講師
の選定等に係る専門的な知識やノウハウ、実績が求められる。
　当相手方は、令和６年度に企画提案方式で選定され、誠実に履
行した実績を持ち、また、業務の根幹は大きな変化はなく、令和７
年度も前年度の実績を活用し、確実に履行することが見込まれる
ため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

人材育成係 092-643-3342

3 / 3 ページ


